
 

秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

                        平成29年３月30日  

                        市 長 決 裁 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」と

う。）第115条の45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

（以下「総合事業」という。）の実施に関し、法、介護保険法施行令

（平成10年政令第412号。以下「政令」という。）、介護保険法施行規

則（平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。）および地域支援

事業実施要綱（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長

通知。以下「地域支援事業要綱」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 （事業の目的） 

第２条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の

多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の

支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的

かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において使用する用語は、法、政令、省令および地域支

援事業要綱において使用する用語の例による。 

 （事業内容） 

第４条 市長は、総合事業として次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス・活動事業 

  ア 第一号訪問事業 

(ｱ) 介護予防訪問介護相当サービス（第一号訪問事業のうち、地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）第５条の規定によ



る改正前の法（以下「平成26年改正前法」という。）第８条の２第

２項に規定する介護予防訪問介護に相当するものをいう。以下同

じ。） 

(ｲ) 訪問型サービスＡ（第一号訪問事業のうち、主に雇用されてい

る労働者により提供される、介護予防訪問介護相当サービスに係

る基準よりも緩和した基準に基づくものをいう。以下同じ。） 

(ｳ) 訪問型介護予防事業（第一号訪問事業のうち、保健又は医療の

専門職により提供する支援で、概ね３か月から６か月までの短期

間で行われるものをいう。） 

(ｴ) 訪問型サービスＢ（第一号訪問事業のうち、有償・無償のボラ

ンティア等により提供される、住民主体による支援に該当するも

のをいう。以下同じ。） 

イ 第一号通所事業 

(ｱ) 介護予防通所介護相当サービス（第一号通所事業のうち、平成

26年改正前法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相

当するものをいう。以下同じ。） 

(ｲ) 通所型介護予防事業（第一号通所事業のうち、保健又は医療の

専門職により提供する支援で、概ね３か月から６か月までの短期

間で行われるものをいう。） 

(ｳ) 通所型サービスＢ（第一号通所事業のうち、有償・無償のボラ

ンティア等により提供される、住民主体による支援に該当するも

のをいう。以下同じ。） 

ウ 第一号介護予防支援事業 

(ｱ) ケアマネジメントＡ（第一号介護予防支援事業のうち、指定介

護予防支援と同様のプロセスを経て行うものをいう。以下同

じ。） 

(ｲ) ケアマネジメントＢ（第一号介護予防支援事業のうち、指定介

護予防支援の基準およびプロセスを緩和して行うものをいう。以

下同じ。） 

(2) 一般介護予防事業 



ア 削除 

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ その他市長が必要と認める事業 

 （事業対象者の確認） 

第５条 総合事業のうち、前条第１号に掲げる事業の利用を希望する者は、

次の各号に掲げる場合を除き、当該利用に先立ち、秋田市介護認定審査

会による審査を受けなければならない。 

 (1) 要支援認定又は市長による事業対象者であることの確認（以下「事

業対象者確認」という。）を受けている場合 

 (2) 前条第１号ア(ｳ)又は同号イ(ｲ)、もしくはその両方のみの利用を希

望する場合 

２ 前項の利用を希望する者で、前項の審査の結果、要介護状態区分又は

要支援状態区分のいずれにも該当しない者は、秋田市サービス・活動事

業対象者確認申請書（様式第１号）（以下「確認申請書」という。）に

より、基本チェックリスト（介護保険法施行規則第140条の62の４第２

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示

第197号）様式第１の基本チェックリストをいう。以下同じ。）（前項

の審査の申請をした日前14日以内に実施した場合に限る。）を添付のう

え事業対象者確認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が省令第

140条の62の４第２号に該当する被保険者かどうかを確認し、その結果を、

秋田市サービス・活動事業対象者確認通知書（様式第２号）により、当

該申請者に通知するものとする。 

４ 事業対象者確認を受けた者のうち、当該確認の有効期間の満了後にお

いて引き続き前条第１号に掲げる事業の利用を希望するもの（次項によ

り対象者確認を受けた者を除く。以下この条において同じ。）は、当該

確認の有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に再度、事業対象

者確認の申請をすることができる。この場合における申請および確認に

ついては、第２項および前項の規定を準用する。 



５ 第１項第２号に掲げる場合の者は、確認申請書により、基本チェック

リスト（14日以内に実施した場合に限る。）を添付のうえ事業対象者確

認を受けなければならない。 

６ 前項により事業対象者確認を受けた者のうち、当該確認の有効期間の

満了後において引き続き前条第１号に掲げる事業の利用を希望するもの

は、当該利用に先立ち、秋田市介護認定審査会による審査を受け、審査

の結果、要介護状態区分又は要支援状態区分のいずれにも該当しない場

合に再度、事業対象者確認の申請をすることができる。この場合におけ

る申請および確認については、第４項の規定を準用する。 

７ 事業対象者確認の有効期間は、次の各号に定める期間とする。 

 (1) 第２項の規定により申請を行った者 第２項の申請時に提出した基

本チェックリストの実施日から２年を経過する日の属する月の前月

の末日まで 

 (2) 第４項又は第６項の規定により申請を行った者 事業対象者確認の

有効期間の満了日の翌日から２年を経過する日の属する月の前月の

末日まで 

 (3) 第５項の規定により申請を行った者 第５項の申請時に提出した基

本チェックリストの実施日から６か月を経過する日の前日まで 

８ 前各項の規定にかかわらず、訪問型サービスＢおよび通所型サービス

Ｂの利用者は、居宅要支援被保険者等以外の者を対象とすることができ

る。 

９ 総合事業のうち、前条第２号に掲げる事業の利用者については、別に

定める。 

 （指定事業者による第一号事業の実施） 

第６条 法第115条の45の３第１項の指定（以下「指定事業者の指定」と

いう。）により実施する第一号事業は、介護予防訪問介護相当サービス、

訪問型サービスＡおよび介護予防通所介護相当サービス（以下「介護予

防訪問介護相当サービス等」という。）とする。 

２ 指定事業者の指定に係る基準は、市長が別に定める。 

 （指定事業者の指定の申請等） 



第７条 前条第１項の指定事業者の指定を受けようとする者は、介護保険

法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（令和５年厚生労

働省告示第331号。以下「様式告示」という。）に規定する様式に、省

令第140条の63の５第１項各号に掲げる事項のうち市長が必要と認める

ものに係る書類（以下「必要書類」という。）を添付して事業所ごとに

市長に申請を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が前条に

定める基準を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事

業者の指定を行う場合にあっては秋田市サービス・活動事業第一号事業

者指定通知書（様式第３号）により、指定を行わない場合にあっては秋

田市サービス・活動事業第一号事業者不承認通知書（様式第４号）によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、

前項の規定にかかわらず、指定事業者の指定を行わないことができる。

この場合において、市長は、秋田市サービス・活動事業第一号事業者不

承認通知書（様式第４号）により、その旨を申請者に通知するものとす

る。 

 （指定の更新） 

第８条 省令第140条63の７の規定により市が定める、指定事業者の指定

を受けている者（以下「第一号事業者」という。）に対し、市が定める

指定の期間は、６年とする。 

２ 法第115条の45の６第１項の指定事業者の指定の更新を受けようとす

る者は、様式告示に規定する様式に必要書類を添付して、事業所ごとに

市長に申請を行うものとする。ただし、市長は、当該申請において省令

第140条の63の５第３項に該当するときは、同条第１項第４号から第10

号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させるこ

とができる。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が指定基

準を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業者の指

定の更新を行う場合にあっては、秋田市サービス・活動事業第一号事業



者指定通知書（様式第３号）により、指定の更新を行わない場合にあっ

ては秋田市サービス・活動事業第一号事業者不承認通知書（様式第４

号）により、当該申請者に通知するものとする。 

４ 第一号事業者が、指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者又は指定

地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介

護相当サービスもしくは訪問型サービスＡと訪問介護の事業、又は介護

予防通所介護相当サービスと通所介護もしくは地域密着型通所介護の事

業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合の指定に係

る有効期間満了日は、第１項の規定にかかわらず、第一号事業者からの

申出があったときは、指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者又は指

定地域密着型通所介護事業者の有効期間満了日と同日とする。 

５ 第一号事業者が、指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者又は指定

地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介

護相当サービスもしくは訪問型サービスＡと訪問介護の事業、又は介護

予防通所介護相当サービスと通所介護もしくは地域密着型通所介護の事

業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合は、介護予

防訪問介護相当サービス等の内容に指定を行った日以後変更がなく、か

つ、指定を行った日の翌日から起算して１年を経過するまでの間は、第

一号事業者からの指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所

介護に係る事業者の指定（指定の更新を含む。）を受けたことが確認で

きる書類の提出をもって、介護予防訪問介護相当サービス等に係る指定

の更新がされたものとみなす。 

６ 訪問型サービスＡの第一号事業者が、介護予防訪問介護相当サービス

の事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスＡと介護予防訪問

介護相当サービスの事業とが、同一の事業所において一体的に運営され

ている場合の指定に係る有効期間満了日は、第１項の規定にかかわらず、

訪問型サービスＡの第一号事業者からの申出があったときは、介護予防

訪問介護相当サービスの第一号事業者の有効期間満了日と同日とする。 

 （変更等の届出） 

第９条 第一号事業者は、省令第140条の63の５第１項各号に掲げる事項



に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に様式告示に

規定する様式により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。 

２ 第一号事業者は、指定事業者の指定に係る事業を廃止し、又は休止し

ようとする場合は、当該廃止又は休止の日の１月前までに様式告示に規

定する様式により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。 

３ 第一号事業者は、休止した当該事業を再開したときは、当該再開の日

から10日以内に様式告示に規定する様式により、事業所ごとに市長に届

けなければならない。 

 （指定事業者の指定の取消し） 

第10条 市長は、法第115条の45の９の規定により指定事業者の指定を取

り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部もしくは一部の

効力を停止する場合は、秋田市サービス・活動事業第一号事業者取消・

停止通知書（様式第５号）により、当該指定の取消し又は停止に係る第

一号事業者に通知するものとする。 

 （第一号事業に要する費用の額） 

第11条 省令第140条の63の２第１項の規定に基づき、第一号事業に要す

る費用の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ各号に定め

る額とする。この場合において、１円未満の端数があるときは、これを

切り捨てるものとする。 

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 厚生労働大臣が定める１単位の単

価（平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。）

に掲げる秋田市の地域区分に基づく訪問介護の割合に10円を乗じて

得た額に、別表第１に規定する単位数を乗じて得た額 

(2) 介護予防通所介護相当サービス 単価告示に掲げる秋田市の地域区

分に基づく通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、別表第１に規

定する単位数を乗じて得た額 

(3) 訪問型サービスＡ 10円に別表第２に規定する単位数を乗じて得た

額 

(4) ケアマネジメントＡ 単価告示に掲げる秋田市の地域区分に基づく

介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額に、別表第３に規定する



サービスの区分に応じた単位数を乗じて得た額 

(5) ケアマネジメントＢ 10円に別表第３に規定する単位数を乗じて得

た額 

 (6) その他事業 市長が別に定める額 

 （第一号訪問事業および第一号通所事業に要する費用の支給） 

第12条 市長は、居宅要支援被保険者等が、次の各号に掲げる事業を利用

したときは、第一号事業支給費としてそれぞれ当該各号に定める額を第

一号事業者に支給するものとする。 

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 前条第１号に定め る費用の額の

100分の90に相当する額 

(2) 介護予防通所介護相当サービス 前条第２号に定め る費用の額の

100分の90に相当する額 

(3) 訪問型サービスＡ 前条第３号に定める費用の額の100分の90に相

当する額 

２ 法第59条の２第１項に規定する所得の額が同項に規定する政令で定め

る額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について、

前項第１号から第３号までの規定を適用する場合においては、各号中

「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。 

３ 法第59条の２第２項に規定する所得の額が同項に規定する同条第１項

の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険

者等に係る第一号事業支給費について、第１項第１号から第３号までの

規定を適用する場合においては、各号中「100分の90」とあるのは「100

分の70」とする。 

 （支給限度額） 

第13条 前条第１項の規定により支給される額の合計は、居宅介護サービ

ス費等区分支給限度基準額および介護予防サービス費等区分支給限度基

準額（平成12年厚生省告示第33号）第２号イに定める要支援１の介護予

防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90（法第59条の２第１項

に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の

80、同条第２項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっ



ては、100分の70）に相当する額を超えることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、居宅要支援被保険者等の状態により、市長

が特に必要と認めた場合には、前項の支給限度額を超える額とすること

ができる。 

 （高額介護予防サービス費相当事業および高額医療合算介護予防サービ

 ス費相当事業） 

第14条 市長は、居宅要支援被保険者等が利用した介護予防訪問介護相当

サービス事業および介護予防通所介護相当サービス事業に要した費用の

合計額について、法第61条第１項の規定による高額介護予防サービス費

および法第61条の２の規定による高額医療合算介護予防サービス費の例

により、高額介護予防サービス費相当事業および高額医療合算介護予防

サービス費相当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当事業」とい

う。）を行うものとする。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他

高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、政令第29条

の２の２および第29条の３の規定を準用する。 

 （第一号事業支給費の額の特例） 

第15条 市長は、災害その他特別な事情があることにより事業の利用者が

第一号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、

居宅要支援被保険者等の申請により、第一号事業支給費の額の特例を決

定することができる。 

２ 第一号事業支給費の額の特例に関する基準および手続きは、介護予防

サービス費等の額の特例の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、介護予防サービス費等の額の特例を受けて

いる居宅要支援被保険者は、第一号事業支給費の額の特例を決定された

ものとみなす。 

 （利用料の徴収） 

第16条 市長は、総合事業として第４条第１号イ(ｲ)および第２号に掲げ

る事業を実施するときは、市長が別に定めるところにより、居宅要支援

被保険者等に対して事業に要する費用の一部を負担させることができる。 



 

 （委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成30年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第12条およ

び第13条の規定は、この要綱の施行の日以後の介護予防訪問介護相当サ

ービス事業および介護予防通所介護相当サービス事業に要する費用の支

給ならびに支給限度額の算定について適用し、同日前の介護予防訪問介

護相当サービス事業および介護予防通所介護相当サービス事業に要する

費用の支給ならびに支給限度額の算定については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成30年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第６条の指

定事業者の指定基準および第７条第２項の規定による指定の通知は、な

おその効力を有する。この場合において、秋田市介護予防・生活支援

サービス事業第一号事業者指定通知書中「第一号訪問事業」とあるのは

「第一号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）」と読み替えるも

のとする。 

３ 改正後の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第12条第１

項第１号および第２号ならびに第13条の規定は、この要綱の施行の日以

後の介護予防訪問介護相当サービスおよび介護予防通所介護相当サービ



スに要する費用の支給ならびに支給限度額の算定について適用し、同日

前の旧介護予防訪問介護相当サービス事業および旧介護予防通所介護相

当サービス事業に要する費用の支給ならびに支給限度額の算定について

は、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

４ 改正後の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第６条の規

定による指定の申請その他の行為は、この要綱の施行前においても行う

ことができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第１お

よび別表第２の規定は、この要綱の施行の日以後の介護予防訪問介護相

当サービス、訪問型サービスＡおよび介護予防通所介護相当サービスに

要する費用の支給ならびに支給限度額の算定について適用し、同日前の

旧介護予防訪問介護相当サービス事業、旧訪問型サービスＡおよび旧介

護予防通所介護相当サービス事業に要する費用の支給ならびに支給限度

額の算定については、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ 改正後の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第１中、

介護予防訪問介護相当サービスの７および介護予防通所介護相当サービ

スの13に規定する介護職員等特定処遇改善加算の算定に係る届出その他

の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年２月10日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



  （経過措置） 

２ 改正後の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第１お

よび別表第２の規定は、この要綱の施行の日以後の介護予防訪問介護相

当サービス、訪問型サービスＡおよび介護予防通所介護相当サービスに

要する費用の支給ならびに支給限度額の算定について適用し、同日前の

旧介護予防訪問介護相当サービス事業、旧訪問型サービスＡおよび旧介

護予防通所介護相当サービス事業に要する費用の支給ならびに支給限度

額の算定については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年９月11日から施行し、改正後の秋田市介護予防・

日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和５年７月１日から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第１、

別表第２および別表第３の規定は、この要綱の施行の日以後の介護予防

訪問介護相当サービス、訪問型サービスＡおよび介護予防通所介護相当

サービスに要する費用の支給ならびに支給限度額の算定について適用し、

同日前の旧介護予防訪問介護相当サービス事業、旧訪問型サービスＡお

よび旧介護予防通所介護相当サービス事業に要する費用の支給ならびに

支給限度額の算定については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出されているこの要綱による改正前の様式 

（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、

この要綱による改正後の様式によるとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の

間、これを取り繕って使用することができる。 

 



附 則 

１ この要綱は、令和８年６月２３日から施行し、改正後の秋田市介護予

防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和８年６月１日から適

用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第１お

よび別表第３の規定は、この要綱の適用の日以後に行われる介護予防訪

問介護相当サービスおよび介護予防通所介護相当サービスに要する費用

の支給および支給限度額の算定ならびにケアマネジメントＡおよびケア

マネジメントＢに要する費用の額の算定について適用し、同日前に行わ

れた旧介護予防訪問介護相当サービス事業および旧介護予防通所介護相

当サービス事業に要する費用の支給および支給限度額の算定ならびにケ

アマネジメントＡおよびケアマネジメントＢに要する費用の額の算定に

ついては、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 改正後の秋田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第３ 

のケアマネジメントＢに規定する介護職員等処遇改善加算の算定に関 

する届出その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことがで 

きる。 



別表第１（第11条関係） 

 介護予防訪問介護相当サービスおよび介護予防通所介護相当サービ

スの単位数は、それぞれ以下に掲げる単位数とする。 

 なお、単位数の算定にあたっては下記に定めるものを除き、介護保

険法施行規則第140条の63の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が

定める基準（令和３年厚生労働省告示第72号。以下「報酬告示」とい

う。）および介護保険法施行規則第140条の63の２第１項第１号に規定

する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て（令和３年３月19日老認発0319第３号厚生労働省老健局認知症施策

・地域介護推進課長通知。以下「留意事項通知」という。）を適用する。 

介護予防訪問介護相当サービス 

サービス内容 単位数 対象者 

１ 訪問型サービス

費１（１週当たり

の標準的な回数を

定める場合） 

 

 

 

 

 

(1) １週に１回程度の場合 

  1,176単位（１月につき） 

39単位（日割り・１日につき）

事業対象者、

要支援１・２ 

 

(2) １週に２回程度の場合 

  2,349単位（１月につき）  

77単位（日割り・１日につき）

事業対象者、

要支援１・２ 

 

(3) １週に２回を超える程度の場合 

  3,727単位（１月につき） 

123単位（日割り・１日につき）

要支援２ 

 

 

２ 訪問型サービス

費２（１月当たり

の回数を定める場

合）※１月につき

3,727単位を限度

とする 

 

 

(1) 標準的な内容の指定相当訪問型

 サービスである場合 

  287単位（１回につき） 

事業対象者、

要支援１・２ 

 

(2) 生活援助が中心である場合。所

 要時間20分以上45分未満の場合 

  179単位（１回につき） 

 

 

事業対象者、

要支援１・２ 

 



 

 

 

(3) 生活援助が中心である場合。所要

時間45分以上の場合 

  220単位（１回につき） 

事要支援２ 

 

 (4) 短時間の身体介護が中心である

 場合 

  163単位（１回につき） 

事業対象者、

要支援１・２ 

 

３ 初回加算 

 

200単位（１月につき） 

 

事業対象者、

要支援１・２ 

４ 生活機能向上連

 携加算 

 

 

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

  100単位（１月につき） 

事業対象者、

要支援１・２ 

 

 

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

  200単位（１月につき） 

５ 口腔連携強化加

 算 

50単位（１回につき）  

※１月に１回を限度とする 

事業対象者、

要支援１・２ 

注１ １のうち、１月の単位で算定できる場合は、介護予防サービス

計画又は介護予防ケアマネジメント（以下「介護予防サービス計

画等」という。）において１(1)から(3)までに規定するサービス

提供頻度の利用が必要と認められ、かつ実際に利用された場合と

する。 

注２ １のうち、日割りの単位で算定できる場合は、注１を満たし、

かつ月額包括報酬の日割り請求にかかる適用（厚生労働省老健局

介護保険計画課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課連名

事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付

について」の添付資料をいう。以下同じ。）に該当する場合とす

る。 

 

 

 

 



介護予防通所介護相当サービス 

サービス内容 単位数 対象者 

１ 通所型サービス

費１（１週当たり

の標準的な回数を

定める場合） 

 

 

(1) 週１回程度 

  1,798単位（１月につき） 

  59単位（日割り・１日につき） 

事業対象者、

要支援１ 

 

(2) 週２回程度 

  3,621単位（１月につき） 

  119単位（日割り・１日につき） 

要支援２ 

 

２ 通所型サービス

費２（１月当たり

の回数を定める場

合） 

(1) １月の中で全部で４回以下 

  436単位（１回につき） 

事業対象者、

要支援１ 

(2) １月の中で全部で８回以下 

  447単位（１回につき） 

要支援２ 

 

３ 生活機能向上グ

 ループ活動加算 

100単位（１月につき） 

 

事業対象者、

要支援１・２ 

４ 若年性認知症利

 用者受入加算 

240単位（１月につき） 

 

事業対象者、

要支援１・２ 

５ 栄養アセスメン

 ト加算 

50単位（１月につき） 

 

事業対象者、

要支援１・２ 

６ 栄養改善加算 

 

200単位（１月につき） 

 

事業対象者、

要支援１・２ 

７ 口腔機能向上加

 算 

 

 

(1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 

  150単位（１月につき） 

事業対象者、

要支援１・２ 

 

 

(2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 

  160単位（１月につき） 

８ 一体的サービス 

提供加算 

480単位（１月につき） 

 

事業対象者、

要支援１・２ 

９ サービス提供体

 制強化加算 

 

(1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ) 

  週１回程度 

 88単位（１月につき） 

事業対象者、

要支援１・２ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) サービス提供体制強化加算（Ⅰ) 

  週２回程度 

 176単位（１月につき） 

要支援２ 

 

 

(3) サービス提供体制強化加算（Ⅱ)

  週１回程度 

  72単位（１月につき） 

事業対象者、

要支援１・２ 

 

(4) サービス提供体制強化加算（Ⅱ) 

  週２回程度 

 144単位（１月につき） 

要支援２ 

 

 

(5) サービス提供体制強化加算（Ⅲ) 

 週１回程度 

 24単位（１月につき） 

事業対象者、

要支援１・２ 

 

(6) サービス提供体制強化加算（Ⅲ) 

  週２回程度 

 48単位（１月につき） 

要支援２ 

 

 

10 生活機能向上連

 携加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

  100単位（１月につき） 

 ※３月に１回を限度とする。た

だし、利用者の急性増悪等に

より、当該個別機能訓練計画

を見直した場合を除く。 

事業対象者、

要支援１・２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

  200単位（１月につき） 

 ※運動器機能向上加算を算定し

ている場合には、100単位（１

月につき） 

 

 



11 口腔・栄養スク

 リーニング加算 

 

 

 

 

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算

 （Ⅰ） 20単位（１回につき） 

 ※６月に１回を限度とする 

事業対象者、

要支援１・２ 

 

 

 

 

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算

 （Ⅱ） ５単位（１回につき） 

 ※６月に１回を限度とする 

12 科学的介護推進

 体制加算 

40単位（１月につき） 

 

事業対象者、

要支援１・２ 

注１ １のうち、１月の単位で算定できる場合は、介護予防サービス

計画等においてそれぞれの単位数に規定するサービス提供頻度の

利用が必要と認められ、かつ実際に利用された場合とする。 

注２ １のうち、日割りの単位で算定できる場合は、注１を満たし、

かつ、月額包括報酬の日割り請求にかかる適用に該当する場合とする。 

 

別表第２（第11条関係） 

訪問型サービスＡ 

サービス内容 単位数  対象者 

１ 訪問型サービス 

 Ａ費 

 

 

 

 

220単位（１回につき） 

 

 

 

 

 

事業対象者、

要支援１・２、

省令第140条

の62の４第３

号に該当する

者 

２ 初回加算 

 

 

 

 

 

200単位（１月につき） 

 

 

 

 

 

事業対象者、

要支援１・２、

省令第140条

の62の４第３

号に該当する

者 



注１ 利用者に対して、従事者が個別サービス計画に位置付けられた

訪問型サービスＡを提供した場合には、計画されたサービス内容

や予定回数に応じて上記の所定単位数を算定する。 

注２ 訪問型サービスＡに係る算定回数の限度は、次のとおりとする。 

  (1) 介護予防サービス計画等により、週１回程度の利用が必要と

認められた場合、週１回程度（月５回まで） 

  (2) 介護予防サービス計画等により、週２回程度の利用が必要と

認められた場合、週２回程度（月10回まで） 

  (3) 介護予防サービス計画等により、週２回を越える程度の利用

が必要と認められた場合、週２回を越える程度（月15回まで・

要支援２のみ可） 

注３ 訪問型サービスＡは、１回45分以上60分以内でのサービス提供

を標準とする。 

注４ 利用者が一の訪問型サービスＡ事業所において訪問型サービス

Ａを受けている間は、当該訪問型サービスＡ事業所以外の訪問型

サービスＡ事業所が訪問型サービスＡを行った場合は、１および

２は算定しない。 

注５ 利用者が介護予防訪問介護相当サービス、介護予防特定施設入

居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護もしくは介護

予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、１および２は

算定しない。 

 

別表第３（第11条関係） 

ケアマネジメントＡおよびケアマネジメントＢの単位数は、以下に

掲げる単位数とする。 

 なお、単位数の算定にあたっては下記に定めるものを除き、報酬告

示および留意事項通知を適用する。 

ケアマネジメントＡ 

サービスの区分 単位数 



・介護予防訪問介護相当サービス 

・介護予防通所介護相当サービス 

・訪問型サービスＡ（省令第140条の 

62の４第３号に該当する者であっ

て、要介護認定サービスを受けてい

ない者を含む。） 

・通所型介護予防事業 

・訪問型介護予防事業 

・通所型サービスＢ（省令第140条の 

62の４第３号に該当する者であっ

て、要介護認定サービスを受けてい

ない者を含む。） 

・訪問型サービスＢ（省令第140条の 

62の４第３号に該当する者であっ

て、要介護認定サービスを受けてい

ない者を含む。） 

・上記以外のサービスおよび支援で、

介護予防サービス計画等により必要

と認められたもの 

報酬告示の別表（介護予防ケア

マネジメント費に係る部分に限

る。）に規定する単位数と同単

位数とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアマネジメントＢ 

サービスの区分 単位数 

・訪問型介護予防事業 

・通所型介護予防事業 

442単位（１月につき） 

 

注１ ケアマネジメントＢは、以下の場合に限り、算定できる。 

  (1) 訪問型介護予防事業のみ利用 

  (2) 通所型介護予防事業のみ利用 

  (3) 訪問型介護予防事業および通所型介護予防事業を併せて利用す

る場合で、その他の事業の利用がない 

注２ ケアマネジメントＢについて、指定介護予防支援等基準第18条



の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合は、４単

位を減算する。（業務継続計画未策定減算） 

注３ ケアマネジメントＢについて、虐待の発生又はその再発を防止

するための措置（介護予防支援基準第26条の２に規定する措置）が

講じられていない場合は、４単位を減算する。（高齢者虐待防止措

置未実施減算） 

注４ 介護予防ケアマネジメント事業所（介護予防ケアマネジメント

の事業を行う事業所をいう。以下同じ。）において、新規に介護予

防ケアプラン（介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予

防サービス計画（法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス

計画をいう。）に類するものをいう。以下同じ。）を作成する利用

者に対しケアマネジメントＢを行った場合（過去２か月以上、当該

事業所において介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを提供

しておらず、介護予防支援および介護予防ケアマネジメント費が算

定されていない場合）は、１月につき300単位を加算する（初回加

算） 

注５ 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防

ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第

２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）

に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護予

防支援事業所に提供し、当該指定居宅介護予防支援事業所における

介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始し

た日の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度として300単

位を加算する。（委託連携加算） 

注６ 報酬告示に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、市に対し、厚生労働省老健局長が定

める様式による届出を行った介護予防ケアマネジメント事業所が、

利用者に対し、介護予防ケアマネジメントを行った場合は、ケアマ



ネジメントＢの単位数と注２から注５までにより算定した単位数の

1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。（介護職員

等処遇改善加算）  

 

 


